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表 1



選択後に受取方法やメールアドレス（通知先）を変更したい場合は、「特別徴収税額通知の受取方法

等変更届出書」の提出をお願いします。

　　お知らせ　　

◆　特別徴収税額通知書（納税義務者用）を電子データでも受け取れます

　　eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する場合は、書面か電子データの通知のいずれかを選択できます。特別徴収義務者が給

与支払報告書を提出する際に選択し、全ての納税義務者同一の受取方法となります。

�

　　※�電子データで受け取る場合は、給与支払報告書や異動届出書、特別徴収切替届出書への納税義務者の受給者番号の入力が必須

となります。また、納税義務者（従業員）に電子的に配布するための体制が必要です。

◆　eLTAXについて

　　eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

　地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。

　自宅やオフィスのパソコンから手続きを行うことができ、一度の手続きで複数の市区町村へ郵送料がかからずに送付できます。

　給与支払報告書作成時には、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

　　詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。

受取方法等変更届出書はこちらから
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市公式ホームページをご覧ください。

徴収してください。

市公式ホームページをご覧ください。

条、３１９条

（電子通知または書面）

のある事業者を市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者として指
定しています。

（電子通知または書面）
　従業員の個人別明細です。届き次第速やかに各従業員へ交付してくだ
さい。

４ ６

８ ９

９

９

９

９

９

１０

１２

１２

８ １０

１０

１３

８

８

８

８

利用手数料は無料。

必要です。
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茨城県  龍ケ崎市　　　　　領収証書◯
個人市民税
個人県民税
森林環境税 公

市区町村コード

令和　　年　　  月分

納入金額⑴　　　　　円

給与分

退　職
所得分

延滞金

合計額

納期限

（特別徴収義務者）

（納入者保管用）上記のとおり領収しました。

住　所
又は
所在地

〒

氏　名
又は
名　称 様

納

入

金

額

⑵

領

収

日

付

印

令和　　　年　　　月　　　日

（　  　）一括徴収
分を含む。

億 千 百 十 万 千 百 十 円

指 定 番 号
０ ８ ２ ０ ８ ２ 00110ー 2ー 960148 龍ケ崎市会計管理者

口 座 番 号 加 入 者 名

×

× ○ △

○ ２５６,０００

２ １ ０ ９ ０ ０

２ １ ０ ９ ０ ０

１２３４５６７８

３０１ｰ８６１１

龍ケ崎市 3710番地

株式会社 □□商事

　納入すべき金額が右の納入
金額⑴の欄の金額と異なると
きは、納入金額⑴の欄を横線
で抹消し、納入金額⑵の欄
に記入してください。

記入例

５

していません。
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　地方税法第５０条の５および第 328 条の５第２項の規定により、下記のとおり
　分離課税に係る所得割の納入について申告します。
　　　　　年　　　月分 人員　　　　　　　　　　　　　　　 人
　　支　払　金　額　　　　　　　 円
特別徴収  市 民 税 　　　　　　 円
税　　額  県 民 税 　　　　　　　 円

（特別徴収義務者）
氏名（名　称）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所（所在地）　

法人番号　

当該年1月1日の住所
氏 名
勤 続 年 数
特 別 徴 収 税 額
当該年1月1日の住所
氏 名
勤 続 年 数
特 別 徴 収 税 額

  年 支払金額    円
 市 民 税   　 　 　  円  県 民 税  円

  年 支払金額    円
 市 民 税   　 　 　  円  県 民 税  円

内訳（お手数でも下記にもご記入ください。）

龍ケ崎市長殿 年 月 日提出

市 民 税 ・ 県 民 税 納 入 申 告 書
（受付印）

令和 × ○ △

株式会社　□□商事

301-8611　龍ケ崎市 3710 番地

１１１１１１１１１１１１１

１

１０,０００,０００
３９,０００
 ２６,０００

龍ケ崎市□□□□番地
龍ケ崎　太郎
  ２１ １０,０００,０００

2 6 , 0 0 03 9 , 0 0 0

令和 × ○

記入例

（１００円未満切捨て）

５
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指定通知書（ゆうちょ銀行・郵便局）

　貴店（局）を地方税法第321条の５第４項の規定に基づいて当市

の市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）取扱店（局）に指定し

ましたので通知します。

1 .  認  可  番  号

2 .  口  座  番  号

3 .  加  入  者  名

4 .  取りまとめ店

東業２第 1 0 4 9 号

0 0 1 1 0 － 2 － 9 6 0 1 4 8

茨城県龍ケ崎市会計管理者

ゆうちょ銀行

東京貯金事務センター　

切

　
　
　
　

 

り

　
　
　
　

 

取

　
　
　
　

 

り

　
　
　
　
 
線

ゆうちょ銀行　　　　　　　本・支店長様

　　　　郵便局長様

茨城県龍ケ崎市長

令和　 　年　　 月　 　日

　一度通知書を提出すれば翌年度以降改めて提出する必要はありま

せん。

局の指定通知書

以外

・ゆうちょ銀行・郵便局（関東各都県及び山梨県 納期限内に限る）
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8 8
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8 8

□□

□□□□

××××

シカクシカクショウジ

×

－８－
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8

××××

法人番号の記入漏れに注意！

8

□□

シカクシカクショウジ

□□不動産

カブシキガイシャシカクシカクフドウサン
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※ 普通徴収の納期限を過ぎた分は、特別徴収への

　 切替ができません。

普通徴収の納期限を過ぎた分は、特別徴収への切替はできません。本人が納めるように必ずお伝えください。
65歳以上の方の公的年金等所得に係る税額を給与からの特別徴収に合算はできません。
用紙が足りない場合には、コピー又は市公式ホームページからダウンロードしてお使いください。
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※ 普通徴収の納期限を過ぎた分は、特別徴収への

　 切替ができません。

普通徴収の納期限を過ぎた分は、特別徴収への切替はできません。本人が納めるように必ずお伝えください。
65歳以上の方の公的年金等所得に係る税額を給与からの特別徴収に合算はできません。
用紙が足りない場合には、コピー又は市公式ホームページからダウンロードしてお使いください。
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○○ △△

□□商事

シカクシカクショウジ

法人番号の記入漏れに注意！

過ぎた分は、
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連絡する場合

この届出書を提出されましても、別途法人住民税の異動届出書の提出が必要です。
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連絡する場合

この届出書を提出されましても、別途法人住民税の異動届出書の提出が必要です。

法人番号の記入漏れに注意！ ビル等の名称や階数まで記入。

名称のフリガナ記入漏れに注意！

□□

□□商事

０００ ０００ ０００ １１１ １１１××××

シカクシカクショウジ
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P10 裏（裏表紙）


